
第１回 愛媛県総合教育会議議事録 

 

１ 開会の日時及び場所 

   平成27年５月26日（火）午後１時00分 

   愛媛県庁 県議会議事堂４階 農林水産・建設委員会室 

２ 出席者 

   愛媛県知事 中村時広 

   教育委員会 委員長 松岡義勝  委員 関啓三  委員 堺雅子 

         委員 脇斗志也  委員 攝津眞澄  教育長 仙波隆三 

３ 会議の概要 

 (1) 開 会（午後１時00分） 

 （事務局 副教育長） ただいまから、第１回愛媛県総合教育会議を開会

いたします。 

   開会に当たりまして、知事から御挨拶をお願いいたします。 

 （中村知事） 本日は、第１回の愛媛県総合教育会議にお集まりをいただ

きまして、ありがとうございます。教育委員会制度は60年ぶりに大きな

改革をいたしました。それに伴いまして、この会議を設置することとな

った次第でございます。 

   私自身も、次代を担う子どもたちの未来を拓く公約の実現を図ってい

くことは、首長としての大きな責務であると考えております。ただ、こ

れまでは、教育委員会制度の下で、なかなか発言をすることもできずに、

予算編成という形の中での意見交換ということにとどまっていたんです

けれども、考えてみますと、全ての県内の知事、あるいは市長、あるい

は町長、公約には青少年の育成、人材づくり、これを公約に掲げている

わけでありますから、こうした教育委員会の皆さんとの意見交換を通じ

て公約を実現していくということは大事なテーマではないかなと思って

おりました。そういった各地域の首長の意向も踏まえて制度の改革がな

されたわけでありますけれども、今回、教育分野について、公の場で民

意を代表する立場から議論を進めていく機会として総合教育会議が設け

られまして、教育委員会の皆さんと知事部局が教育の課題や在るべき姿

を共有して、連携を一層強化しながら教育行政の推進を図ることができ

ると思っております。 

   この後協議をいただきます教育振興に関する大綱案は、県民一人ひと

りに輝く愛顔（えがお）があふれる愛媛県を目指し、平成27年度から30

年度までの取組方針を県民の皆様にお示しするものであります。 

   本日は限られた時間でありますけれども、どうぞ忌憚のない意見を出

していただきまして、活力ある愛媛県を創生してまいりたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 （事務局 副教育長） ありがとうございました。続きまして、松岡教育

委員長から御挨拶をお願いいたします。 



 （松岡教育委員長） 教育委員会を代表して、一言御挨拶を申し上げます。 

   県教育委員会におきましては、これまでも、知事との適切な役割分担

と連携の下、第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」に掲げ

られた、輝く愛顔(えがお)あふれる「えひめ」づくりの実現に向け、未

来を拓く豊かな人財の育成を目指して、計画的に取り組んできたところ

でございます。 

   ところで最近、少子高齢化の進行や、情報化、グローバル化の進展な

どにより、社会情勢、経済情勢が大きく変化してまいりました。これに

伴い、教育を取り巻く環境も急激に変わってまいりました。このような

状況の下、この度、教育委員会制度の改革により総合教育会議が設置さ

れ、知事との一層の連携強化が図られるようになりましたことを、大変

有り難く、心強く思っております。 

   本日の議題となっております教育振興に関する大綱において、今後の

本県教育行政の大きな方向性が広く県民に示されますとともに、知事部

局と教育委員会が一丸となって、本県教育行政を着実に推進していくこ

とができると考えておりますので、知事の一層の御支援、御理解、御協

力をどうぞよろしくお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきま

す。 

 （事務局 副教育長） ありがとうございました。 

   それでは、第１回の会議でございますので、簡単に会議の内容を御説

明させていただきます。 

   資料の３ページ資料１のとおり、総合教育会議は、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の規定に基づきまして設置するものでございま

して、知事と教育委員会が十分な意思の疎通を図り、本県の教育に係る

課題や在るべき姿を共有し、連携して本県の教育行政に取り組むために

開催するものでございまして、そこにありますように、構成員、協議事

項等は記載のとおりでございます。 

   また、会議の運営につきましては、４ページ資料２のとおり、愛媛県

総合教育会議運営要綱等に基づき行うこととしております。 

   それでは、議事に入らせていただきます。当会議の議長につきまして

は、運営要綱によりまして知事が議長となっておりますので、中村知事、

よろしくお願いいたします。 

 (2) 議 事 

  議題審議 

 ○議題１ 愛媛県教育振興に関する大綱の策定について 

 （中村知事） それでは、議事に入ります。 

   まず、「議題１ 愛媛県教育振興に関する大綱の策定について」でご

ざいます。 

   教育振興に関する大綱は、地方公共団体の長が策定するものとされて

おり、本日、私の方から提案をさせていただくものです。事務局から説



明を願います。 

 （事務局 教育総務課長）愛媛県教育振興に関する大綱案につきまして、

御説明いたします。資料の５ページをお開きください。 

   この大綱でございますが、本年４月の教育委員会制度の改革に伴う法

改正に基づき、地方公共団体の長が「教育、学術、文化の振興に関する

総合的な施策」につきまして、その目標や施策の根本となる方針を定め

るものです。その策定の趣旨としては、民意を代表する知事が教育に関

する大綱を策定することにより、地域住民の意向の反映を図るとともに、

教育振興に関する施策の総合的な推進を図ろうとするものです。 

   本県では、「愛媛県教育振興に関する大綱」との標題で、教育振興の

基本的な考え方や施策の大きな方向性を、知事が県民に対して示す大綱

といたしまして、総合教育会議での協議を踏まえ、新たに策定すること

としているものでございます。 

   なお、大綱の名称に使用しております「教育」という言葉には、「教

育、学術及び文化」という幅広い概念を含むものでございます。 

   本県の大綱の策定に当たりましては、知事と教育委員会が教育政策の

方向性を共有し、連携して教育行政の執行に当たることができるように、

知事公約や県の長期計画等との整合を図るとともに、文化、スポーツや

私学振興など知事部局において所管をしております教育分野につきまし

ても対象としておりまして、期間は平成27年度から30年度までの４年間

といたしました。 

   また、大綱の構成については、３部構成としておりまして、本県の目

指す社会の将来像を示している前文と六つの振興方針の柱建て、そして

その振興方針ごとに整理した本文の三つのパートから構成しているとこ

ろでございます。 

   それでは、大綱案の内容について御説明いたします。資料４の大綱案

をお開きください。この大綱案では、幅広い世代の県民に対して分かり

やすく伝えるため、柔らかな表現に努めるとともに、大綱の目指す方向

性を示すサブタイトルといたしまして「愛顔（えがお）でつなぐ学びの

未来」という副題を設けたところでございます。この「愛顔（えがお）

でつなぐ学びの未来」という副題には、「学校・家庭・地域が愛顔（え

がお）でつながり、一体となって、社会総がかかりで子どもたちの教育

を支え、次代につないでいき、子どもたちの明るい未来を拓いていく」

との大綱の意気込みを込めたものでございます。 

   次に大綱案の前文について御説明いたします。１ページをお開きくだ

さい。この前文でございますが、本県の教育振興において、将来目指す

愛媛の姿を分かりやすく示すとともに、教育振興に対する知事の取組姿

勢を力強く宣言するものでございまして、本県の教育振興に関する大綱

の特徴的な部分となっているところでございます。この前文では、愛媛

県が目指す社会の将来像といたしまして、地域全体で子どもたちを育ん



でいくイメージとして「愛情豊かな地域社会の中で、子どもたちが、時

には厳しく、時にはやさしく手を差し伸べられながら、周りに必要とさ

れていることを実感し、幸福感を抱き、夢に向かって伸び伸びと成長し

ている」社会、子どもたちが知・徳・体のバランスよく成長し、生きる

力を身に付けていくイメージといたしまして「子どもや若者が、それぞ

れの個性を大切にしながら、確かな学力・豊かな心・健やかな体をバラ

ンスよく育み、生きる力を身に付けるとともに、社会の中で果たすべき

役割や責任を自覚し、たくましく挑戦している」社会、幅広い世代が充

実した生活を送り、次の世代にしっかりとつないでいくイメージとして

「誰もが、生涯にわたり自分の目標に向かって学習に励む機会が得られ、

自己の成長と暮らしの充実を実感するとともに、豊かな文化を次世代へ

引き継いでいる」社会、「このような社会を実現することにより、県民

一人ひとりが、ふるさとに誇りと愛着を持ち、地域課題の解決に果敢に

挑むような活力ある愛媛県を創生する」といたしまして、さらに、「一

人ひとりに輝く愛顔（えがお）があふれる社会を目指し、平成27年度か

ら30年度を対象期間とする教育振興に関する大綱を定め、市町や関係団

体等と連携しつつ、『挑戦・実行・現場主義・オール愛媛』を基本姿勢

といたしまして、県民の皆様とともに、教育、学術、文化、スポーツの

振興に取り組んでいく」との強い意思を、この前文で力強く宣言してお

ります。 

   ２ページをお開きください。次に、振興方針について御説明します。

本県の教育に関する大綱では、教育振興のための基本的な方向を示す六

つの振興方針を設けました。まず、教育を支えるソフト・ハード両面に

わたる支援体制や教育環境づくりに関する方針といたしまして、１に

「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」、２に「安全・安心な教育

環境の整備」を掲げ、さらに、教育振興に取り組む施策の方針といたし

まして、３に「未来を拓く子どもたちの育成」、４に「特別支援教育の

充実」、５に「人権・同和教育の推進と児童生徒の健全育成」、６に「生

涯学習の推進と文化・スポーツの振興」を掲げています。 

   ３ページをお開きください。大綱の本文について、御説明いたします。

大綱の本文では、六つの「振興方針」につきまして、「在るべき姿」、

「課題」、そして「目指す方向」を記載しております。それぞれの振興

方針ごとに、その「在るべき姿」と「課題」を踏まえた「目指す方向」

のポイントを、説明させていただきます。 

   ３ページにございます、振興方針１の「学校・家庭・地域が連携した

教育の推進」についてでございます。ここでは、「在るべき姿」として

「学校、家庭、地域が連携・協働し、社会総がかりで、未来を担う子ど

もたちの健やかな成長を支援している」姿を掲げ、その目指す方向とし

て「創意工夫を生かした学校づくりや家庭、地域の教育力の向上、学校、

家庭、地域、更には企業等が連携した子どもたちの健やかな成長、さら



に、大学等との連携、幼稚園、保育所、児童館など福祉分野との連携や

私学振興」等を掲げております。 

   ４ページを御覧ください。振興方針２の「安全・安心な教育環境の整

備」についてでございます。ここでは、「在るべき姿」として「子ども

たちにとって、安全・安心で、充実した学びの場が確保されている」姿

を掲げ、その目指す方向といたしまして「家庭や地域と連携した学校安

全対策の充実、現在も積極的に取り組んでおります学校の耐震化のほか、

防災士の資格取得等による教職員の資質向上、さらに、防災教育や交通

安全教育などを通じて、自らの命は自ら守ろうとする主体的な態度を育

成していくこと」等を掲げております。 

   ５ページを御覧ください。振興方針３の「未来を拓く子どもたちの育

成」についてでございます。ここでは、「在るべき姿」として「自信を

持って生き生きと勤務する教職員に見守られながら、知・徳・体のバラ

ンスがとれ、たくましく生きる力を身に付けた子どもたちが育まれてい

る」姿を掲げ、その目指す方向といたしまして「子どもたちの確かな学

力の定着と向上、東・中・南予の豊かな自然や産業特性を生かした体験

活動、郷土愛やグローバルな視野を養う教育の推進、道徳教育、情報教

育、環境教育、キャリア教育などの充実のほか、読書習慣や食習慣、運

動習慣の確立など、子どもたちの望ましい育成方針、さらに、教職員の

能力や倫理観の向上に加え、自信を持って教壇に立ち、明るく安心して

働くことができる職場づくりの推進」等を掲げております。 

   ７ページをお開きください。振興方針４の「特別支援教育の充実」に

ついてでございます。ここでは、「在るべき姿」として「障害のある子

どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援により自立と社

会参加が図られている」姿を掲げ、その目指す方向といたしまして「障

害のある子どもたちが安心して学ぶことができる学校環境づくり、特別

支援教育を担う教職員の資質向上、学校や家庭、地域、関係機関が連携

した支援体制の整備、早期からのキャリア教育の推進、就学前からの教

育相談体制づくり、さらに、障害のある子どもとない子どもの相互理解

の促進や地域住民に対する特別支援教育の啓発」等を掲げております。 

   ８ページを御覧ください。振興方針５の「人権・同和教育の推進と児

童生徒の健全育成」についてでございます。ここでは、「在るべき姿」

として「いじめや差別、児童虐待等について、県民一人ひとりが主体的

に考え、互いの人権を尊重して行動している」姿を掲げ、その目指す方

向といたしまして「差別、偏見の解消に向け、教育の中立性を確保しつ

つ人権・同和教育を進めるとともに、児童生徒が主体的に取り組むいじ

めの未然防止や、体系的・組織的な取組、不登校など生徒指導上の課題

に対応する学校支援体制の充実、さらに、福祉・医療・警察など関係機

関と連携した児童虐待等へ早期対応」等を掲げております。 

   最後、９ページをお開きください。振興方針６の「生涯学習の推進と



文化・スポーツの振興」についてでございます。ここでは、「在るべき

姿」として「生涯にわたる自発的な学びや生涯スポーツ・文化との触れ

合いを通じて、地域に誇りと愛着を感じている」姿を掲げ、その目指す

方向といたしまして「生涯にわたり学びたいときに学べる学習環境の整

備、学びの成果を社会に役立てる生涯学習社会の創造、幅広い世代の県

民が文化・芸術・スポーツ等に気軽に親しめる環境づくり、さらに、オ

リンピックなどの国際舞台で活躍する選手を夢見て頑張る子どもたち、

トップレベルで活躍する選手などトップアスリートの育成や、新しい愛

媛文化の創造を担う人づくり、文化財を活用した地域活性化」等を掲げ

ております。 

   以上、教育振興に関する大綱案の概要でございます。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

 （中村知事） ただいま説明のありました「愛媛県教育振興に関する大綱

案」について、委員の皆様から御意見をお願いいたします。 

 （松岡教育委員長）この度は、知事からこのような力強い大綱案を御提案

いただきまして、心より大変感謝を申し上げます。教育振興に関する大

綱は、知事と教育委員会が方向性を共有し、連携して教育行政を推進し

ていくための、根本になるものであり、十分協議をさせていただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 （中村知事） どうぞ御意見がありましたら、挙手をもってお願いします。 

 （関教育委員） よろしいですか。まず、振興方針の中で、３ページにあ

ります「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」というところなんで

すが、この中でも、目指す方向として、学校、家庭、地域、企業、これ

らが連携、協働してこれからの未来を担う子どもたちの健やかな成長を

支援すると。こうした子どもたちを取り巻くという意味で、社会、取り

巻く社会の総がかりでの取組という、これは大変重要なことであります。

こうした取組の中で、現在、県ではスゴ技のデータベースという県内企

業の優れた技術、また製品、これの情報発信に意欲的に取り組まれてお

られますし、知事もそのことをＰＲもされておられますが、愛媛の教育

の発展のために地域の産業を担う人材の育成推進ということがどうして

も必要不可欠であると考えます。教育委員会においても、特に高校生が

地域の企業に対する理解とか興味とかそういうものを深める取組という

ものを推進しようとしておりますし、今度新たに知事部局の取組と連携

をして、より高校生が社会に出て、地域に定着をするということを進め

るためにも、この取組を是非お願いしたいと思っております。丁度、昨

日までマハティール元首相が愛媛県を訪問されて、いろいろな産業を随

分見られました。造船所とか製紙であるとか。道後では、竹細工に大変

興味を持たれたと聞いておりますし、変わったところでは、建築現場の

足場、これに非常に興味を持たれたと聞いておりますので、愛媛のモノ

づくりのレベルの高さというのを随分評価されたと思いますし、こうい



うことがやはり地元の高校生が愛媛の良さというものを再認識をして、

そういう誇りを持つという取組、こういうこともやはり教育の現場で是

非取り組んでいただきたいと思っておりますので、そのことも是非お願

いをしておきたい、よろしくお願いしたいと思います。 

 （中村知事） はい、事務局何かありますか。 

 （事務局 副教育長） 先ほどお話がありましたように、地域の子どもた

ちが、地域の産業のことをよく理解した上で、地元に残っていくという

ことが非常に大事でありますので、地域を担う心豊かな高校生育成事業

に取り組んでおりまして、１校当たり20万円程度の交付金を出しまして、

それに基づいて子どもたちが地域活性化のプロジェクトを進める事業を

教育委員会で行っているんですけれども、そういった関係の中で、やは

り地元の企業とか、あるいは地元の地方局の知事部局との連携も必要に

なってきますし、そういった面で知事部局との連携も非常に重要になっ

てくるのではないかと思っております。 

 （中村知事） 御指摘があったように、愛媛県の産業について、それぞれ

の単発では力を持っていることは知っているんですが、鳥瞰図的に眺め

て、愛媛県の産業がどのような力を持っているのかということを広く県

民が知るということがあまりなかったように思うんですね。その底力と

いうものを確信しましたんで、第一弾としてスゴ技、これはモノづくり

の、中小企業の技術力というものをデータベース化する。第二弾は一次

産業、食を中心としたデータベースの作成、第三弾が伝統工芸というこ

とにスポットライトを当てたすごモノデータベース。実はもう第四弾が

ありまして、ベンチャー企業のデータベース、スゴベンという、四つの

データベースを作っております。これは本来、愛媛県の中小企業に対す

るサポートとして、営業ツールとして活用するということを主目的にし

ていたんですけれども、別の活用の仕方があるなということを最近ひし

ひしと感じているのは、人口減少問題とも関わってくるんですけれども、

卒業した子どもたちの就職先が、比較的県外に数多く行ってしまいます

ので、なぜ行ってしまうかというと、愛媛県に根付いている、こうした

世界と戦っている力強い中小企業の存在を知らないから選択肢に入って

ない、いわば雇用のミスマッチングがそこで起こっているんではないの

かなと感じたんで、是非、関委員から御指摘があったように、早い段階

で愛媛県にはこれだけの産業群があるんだということに、事実を受け止

めてもらう、情報をキャッチしてもらう。できればそれがやがて社会に

出ていくときに、自分がやはり故郷に軸足を置いてあの企業に挑戦して

みたいんだという、選択肢が広がることにつながるような活用をしてい

ただけたらなと思っております。実はそのためには、もう一つ視点が必

要なのは、先生方がその事実を知っているのかどうか。これは学校の先

生方は教科を教えるプロではありますけれども、故郷の、一般社会の情

報というものは多分非常に少ないと思うんですね。ですが、せっかくこ



ういうデータベースがありますから、愛媛県内の産業や文化の厚みとい

うものを、教える側の先生に是非知ってもらって、それが生徒に伝わる

ような形が自然に育まれていったらいいんではないかなと思っておりま

す。それから、さっき、これちょっと変な話なんですけれども、１校当

たり20万円という話があったんですが、その方式は公平性の観点から言

えば、非常に無難だと思うんですが、例えば昔、前にちょっとお話しし

たことあると思うんですけれども、松山市で総合的な学習の時間の対応

というものをどうするかということを考えたんですね。その時に教育委

員会から上がってきた発想っていうのは、正に生徒の人数でいくらとい

う配分方法だったんですけれども、それでは本当にお金が生きないんじ

ゃないかなと思いましたので、提案型にしたんです。要は提案してくだ

さいと、総合的な学習の時間でどんなものを取り上げたいか。面白かっ

たのが、初年度というのは、本当に知恵と工夫を凝らした学校もあれば、

もう本当に、あまり考えずに紙だけ出したという学校もあれば、物凄い

差がついたんですね。当時の記憶を手繰っていくと、一番多いところで

70万円ぐらいの予算要求。一番少ないところで２万円ぐらいの予算要求。

それは初年度なんで全部満額で付けて配分しようとしたんですが、とこ

ろが、今はそんなことないんですが、当時ですよ、松山市教育委員会の

フィルターにかかると、その総額を更にまた生徒さんの人数で割って、

配分を変えちゃったんです。おかしいじゃないかということを申し上げ

たら、いや、あれはあくまでも総額を出すためのデータであって、配分

は公平にやりますという中身だったんです。それはやはりおかしい、平

均すると30万円ぐらいになりますから、２万円しか要求していないとこ

ろに30万円配分したらその差額である28万円は一体何に使うのか、誰も

説明ができない。そういうことが果たしていいのかどうかという議論が

あったんですね。結果として、元に戻して、２万円、70万円というそれ

ぞれの要求に応じた配分に変えました。で、それも公表しました。公表

するとまた問題になったんですね。２万円の学校と70万円の学校がある

わけですから、２万円の学校の関係者は「どないなっとんやー」と来る

わけです。それが何を最後にもたらしたかというと、翌年は皆しゃかり

きになってすごい提案をしてくるんですね。今度はその総額が足らなく

なってしまうという悲鳴が上がったんですが、この予算の配分というも

のについて、生かすという視点も入れる必要があるんではないかなと思

います。一律という考え方も一見公平そうに見えるけれども、やはりそ

こには知恵と工夫が反映されるような配分というものもありじゃないか

なと、これはもう皆さんで議論した方がいいと思うんですけれども、そ

んなことをちょっと問題提起をさせていただきたいと思います。 

   何かどんどん御意見があったら。自由ですから。 

 （堺教育委員） 私は、現在、障害のある方たちの就労支援とか、就業と

かいう仕事に関わっているんですが、そういう観点も踏まえて言います



と、７ページに特別支援教育の充実を掲げていただいていることは本当

に有り難いことで、子どもたちが安心して学べる環境づくりや、それか

ら早期の段階からのキャリアづくりは、本当に必要だと思っております。

今働いている人たちの目標は、税金を払える労働者になるということな

んですが、自分が生かせる場がある、自分を生かしてもらえる場がある

というのは、本当に生きがいづくりにつながるんではないかと思います。

そういうことから申しますと、教育の場が広がった、肢体不自由の学校

が新たに２校できたというのもすごく有り難いことだと思いますし、生

徒数が減少している中で、特別支援学校に入学する児童生徒の数が増え

ているということも考えますと学校が増えることも有り難いことですし、

ますますそのニーズが必要とされているということですから、もっと環

境を充実していただきたいなと思います。それからあの、県教育委員会

でも特別支援学校のキャリア教育の推進ということで、各学校ごとに連

絡協議会を設置したり、それから、技能検定の実施により、障害があっ

てもこれだけ働けるんだ、いろいろなことができるんだということをア

ピールする場を設けており、それをもっともっと企業さん、雇う側にも

寄与していただくということが必要ではないかなと思っております。こ

れこそ正に知事部局との連携で成り立つことではないかと思いますので、

この辺りにも力を入れていただいて、障害がある方たちの雇用率がもっ

と躍進しますように願っている次第であります。 

 （中村知事） はい、事務局。 

 （事務局 副教育長） 特別支援教育における、キャリア教育につきまし

ては、教育委員会も頑張っておりまして、先ほど言われました、技能検

定を独自に設けまして、それに基づいて、子どもたちの技能を評価しま

して、子どもたちが企業に就職する際の非常に重要な指標になっており

ますし、それを受けることによって、子どもたち自身も非常に自信を持

って、やっているということなんですけれども、ただ、どうしても企業

に就職しますので、経済労働部とかあるいは国の労働局、そういったと

ころと連携をしながら、やはりこういった面もアピールして、スムーズ

に就職できるというような形をとっていく必要があるかと思っておりま

す。 

 （中村知事） はい、ちょっと質問なんですけれども、僕はこの技能検定

というのはすごくよく考えられたなと思って、感心をしていたんですが、

今、検定種目というのは何項目あるんですかね。 

 （事務局 副教育長） ３部門８種目でして、３部門というのは清掃サー

ビス、接客サービス、販売実務サービスでございます。その中で、８種

目ございまして、例えば机拭きでありますとか、自在ぼうきですかね、

あるいはダスタークロスと言うんですかね、水拭きモップとか、そうい

ったものがあります。で、これをいろいろ検証した上で、更に増やして

いくことを検討しております。 



 （中村知事） 最終的には学校教育現場の改善等々が重要になるんですけ

れども、最終的には自立、社会に出ていく、そこにいざなうということ

が、今お話があったように最大の目的だと思うんですが、そのためにこ

の技能検定というのは非常に面白い切り口になるのかなと。ただ、社会

が変貌していきますんで、どういう分野に就職していく可能性があるの

かということを常に見つめていく必要がある。それに従って、何が、ど

ういう検定制度ができるのかということも追加していくなり、あるいは

改善していくなりするというのを、不断の取組というのが必要なのでは

ないかと思います。例えば、単純なデータ入力とか、そういったところ

も非常に雇用の場としては有望だと思いますし、先般、マイクロソフト

と連携して愛媛マルゴト自転車道のサイトを日本マイクロソフト社に立

ち上げてもらいましたけれども、なぜやってくれたかというと、マイク

ロソフトとしてこれは社会貢献事業として行う、その意味するところは、

作り上がった後の運営を障害者雇用につなげるというところを目標にす

るということまで睨んだ取組になっているわけですね。ですから、そう

いったところもあるんだということを是非受け止めていただいて、検定

なんかも考えられたらどうかなと思いますんで、よろしくお願いしたい

と思います。 

   はい、ほかにいかがでしょうか。 

 （摂津教育委員） ４ページ「安全・安心な教育環境の整備」というとこ

ろなんですが、高校でもこの度、ヘルメット着用となりまして、昨日で

したかね、松山でも、ヘルメットの着用の強化、道路というかそういう

ところが指定されたみたいで、ヘルメットの着用が義務化に近づいてい

ると思うんですが、やはり子どもたちの安全・安心で充実した学びの確

保というところで、私たち保護者にとっては、とても重要なところで、

有り難いことだなと思っております。また、防災士の資格取得なんです

が、今年度より各学校に防災士２名の配置ということで、私たち保護者

はとても心強く思っておりますが、県内のいくつかの小学校においては、

少年少女の消防クラブというのが存在するんですけれども、中学校や高

校にはそういうものがありません。震災の後、釜石の奇跡という報道が

度々ありましたけれども、高校生や中学生が、近隣の幼稚園の子たちの

手を引いて逃げるという場面を、すごいいいことだなと思って拝見して

おりました。やはり中学校や高校にも消防クラブを設置いたしまして、

先生方とか、地域の消防とか、地域のお父さん、お母さんたちと一緒に、

防災意識の向上に努めるということは、すごい大切なことだと思います

んで、また、オール愛媛で防災も協力していただいたらと思います。そ

れと６ページなんですが、３番の「未来を拓く子どもたちの育成」とい

うところなんですが、東・中・南予の豊かな自然や産業特性等を生かし

た様々な体験活動、郷土愛やグローバルな視野を養う教育の推進とあり

ますけれども、最近、新聞やニュースなどで、先ほど関委員さんもおっ



しゃられましたが、高校生が地場産の農作物や水産物を加工して販売し

て、地域の良さをアピールして、地域の産業祭りとかで販売されている

姿をよく拝見するんですけれども、子どもたちの生き生きとした姿を、

すごく微笑ましく見ています。あと、この間も、うちは駅の近くなんで

すけれども、伊予灘ものがたりの汽車が前を音楽を鳴らして通るんです

けれども、高校生たちが旗を持って「いってらっしゃい」とか「いらっ

しゃい」とか「また来てください」と、乗っている方に旗を振りながら、

地域のアピールをしているところを見ますと、とても地域を盛り上げる

起爆剤となっているようで、すごく微笑ましく思います。また、これか

らも地域の企業と連帯しまして、郷土愛の籠った商品が開発されまして、

地域を盛り上げていければなと思っております。よろしくお願いします。 

 （中村知事） はい、事務局。 

 （事務局 副教育長） 先ほどありました「安全・安心な教育環境の整備」

でございますけれども、４ページのところにありますように、防災士の

資格取得などによる教職員の資質向上ということで、これは他の県には

ないかと思うんですけれども、教員に、学校１校当たりに２人はとにか

く防災士の資格を取ってもらおうということで、そういった面ではかな

り本県としての取組は進んでいるんじゃないかと思っています。 

   それから、先ほどありましたように、高校生とか中学生になりますと、

子どもというよりは、いわゆる手助けができる年齢ということがありま

すので、例えばある高校では、高校生が災害の訓練の時に、幼稚園のお

子さんたちを避難、誘導していく訓練も実際やっておりますので、そう

いった面では、子どもたちが自らの命を守るという形と、手助けをする

ということも非常に重要なことではないかと思っております。 

   それから、先ほどの「未来を拓く子どもたちの育成」ということで、

東・中・南予の豊かな自然や産業特性を生かした様々な体験ということ

で、先ほど申しましたように、各校20万円あたりでやる地域活性化プロ

ジェクトの中でそういう取組を実際やっておりますし、それから以前に

比べますと本当に各高校の先生方が一生懸命やっていると思いますけれ

ども、地域とのつながりというのをかなり強化して、地域の特産を作り

上げたりとかいうことにつながっていますので、そういう面は今後も取

り組んで、強化していきたいと思っております。 

 （中村知事） はい。防災士は愛媛県が今47都道府県の中で３番目に多い

県になっています。東京都が一番なんですけれども、そういう中で今回

学校現場にということになったんですが、これは資格を取得しただけで

終わってしまうと意味がないので、例えば連絡協議会を作るとか、それ

から防災士に求められている役割は、いざという時にその知識を活用し

て人の命を助けたりということはもちろんなんですが、日頃からの防災

訓練のリーダーシップを執っていただきたいという側面があろうかと思

います。ですから、防災士の資格を取得された先生方がそれぞれの学校



で、またこれも知恵を絞って、いかなる活動をするかということも考え

ていただく必要が次の段階で生まれてくるんじゃないかなと思います。 

   それから、ちょっと話が変わるんですけど、自転車のヘルメットの話

がありましたけれども、正直言って、高校生の義務化というのは、いき

なりそういうことができるのかなと僕は正直思っていたんですが、学校

の先生方やＰＴＡの皆さんが是非子どもたちの命を守るためにやるとい

う決意をされたということで、どうなるのかなと思っていましたけれど

も、今のヘルメットというのは進化していますから、子どもたちも実際

にそれに触れて、こういうのだったらイメージ違うねという、いろいろ

と学校ごとに工夫をしながら、学校、学生の中でも普及するための取組

をしているということをニュースなどで拝見して、大変心強く思ってお

ります。ただ、一つお願いしたいのは、教育委員会でそういう義務化と

いうことを言ったわけですから、くれぐれも学校の先生がノーヘルメッ

トで通学するようなことだけは、恥ずかしいんで、ないようにしていた

だきたい。それはもう子どもたちからすれば先生がやっていないじゃな

いかと、これはもう話にならないんで、その点の取組は是非しっかりや

っていただきたいなと思います。 

   それから、直接の話ではないんですけど、実は今回は議題に上げなか

ったんですけれども、地場産品の問題で一つ悩みがありまして、それは

学校給食なんですよ。学校給食はそれぞれの市町、市教育委員会、町教

育委員会がそれぞれ地産地消を高らかにうたって、地場の農産物の活用

を進めていると思います。それはすごくいいことなんですが、ただそれ

はどこに行っても共通しているのは、自分たちの市、町だけが対象なん

ですよ。で、愛媛県という観点では全く広がってないんですね。ですか

ら、ある人が、例えばＡという市の人がＢという町に行って、その町で

は特産品があるんですけれども、Ａ市が作っている農産物はＢ町では採

れてないんで、それを売り込みに行ったそうなんですね。でも、そこの

町では「いや、うちは地産地消をやっていますが、地元の町の物だけの

話であって、それ以外については全部入札で同じ扱いです」というのが

現状らしいんですね。でも、一次候補は地元でいいんですけれども、せ

めて愛媛県内の産品について二次候補くらいの扱いをね、皆が意識の中

で持てないのかなということを感じたことがあるんで、そんな問題点が

あるということはちょっと共有しておいていただけたら有り難いなと思

います。 

   他にいかがでしょうか。 

 （脇教育委員） 国体がもう目の前に迫ってきております。今、教育委員

会、また学校現場では指導者の方また子どもたちが一生懸命国体に向け

て頑張ってくれております。成績も当然大事だとは思うんですが、指導

者は将来の地域おこしの核になっていただきたい。これは生涯学習のテ

ーマで、そういう人たちを育てていくというんですか、そういうことが



あってもいいんじゃないかと思います。また、子どもたちは次のオリン

ピックに向けて、是非愛媛県から何個かはメダルを取れるように少し長

い目で育てていただいて、取り組んでいきたいし、また協力もお願いし

たいと思っております。 

   それと、せっかくの国体ですので、私も前から思っておりますが、四

国の八十八箇所、これの世界遺産化、これを是非進めたいと、また、そ

う言うと仏教と思われがちですが、四国は神道と仏教が非常にバランス

よく共生しております。この文化は是非ＰＲして、世界遺産として認定

いただけるように、やっていきたいと思いますので、また御協力をお願

いしたいと思っております。 

 （中村知事） はい、事務局お願いします。 

 （事務局 副教育長） 先ほどありましたように、国体に関する指導者の

方を招へいすることなどは非常に大事でありまして、例えば松前町は、

ホッケーの指導者の方を雇って、その方が町のホッケーの資質向上にも

のすごく貢献されているということで、国体が終わったとしても、スポ

ーツに関する町づくりの核になっていくという話も聞いておりますので、

そういった面では、指導者の方が、国体が終わった後も町のために、活

性化のために活躍していただくというのは、非常に重要な視点だろうと

思っております。 

   それから、オリンピックにつきましては、今回、27年度にジュニアア

スリートの育成に取り組むようにしておりまして、今ちょうど総合運動

公園に担当の係が移りまして、そちらの方で、小学校４年生から中学２

年生の子どもたちを集めて、能力のアップということを目指してやって

おります。 

   それから、四国八十八箇所につきましては、県教育委員会ではお寺の

調査を順次行っておりまして、保存のための景観などの調査を行ったう

えで、企画振興部と連携をしながら進めていきたいと思っております。 

 （中村知事） はい。国体は、各競技界から天皇杯獲得のためにこれくら

い選手の強化が必要だ、指導者が必要だというような話が上がってきて

いまして、大体300人くらいは、天皇杯獲得のためには必要だと、特に

ジュニア、少年の部は指導者次第で決まると思いますので、そういう意

味では各自治体、県が一番多いんですけれども、採用等でいろいろと枠

を作ったり、それから民間企業でもかなり引き受けていただいたり、国

体に向けての強化、大体300人のうち150人くらいが採用されて、民間を

含めて、国体強化のための採用ということで進んでいるようでございま

す。 

   ジュニアアスリートの発掘は、これは強制ではないんですけれども、

早いうちに体力測定で、きっとこの子はこういう種目に向いているんじ

ゃないかなというアドバイスをするということが一つのありようかなと

思っていまして、教育委員会でいろいろ考えていただいていると思いま



す。 

   遍路は、かなりハードルは高いんですけれども、四国知事会でも力を

合わせてやっていこうということが議題にいつも上がっていますし、実

際にそういう取組も進んでいるんですが、いろいろなハードルが、整備

の状況とかありますので、これはもう地道にやり続けていくしかないの

かなと。ただ、歴史が1200年、長さも千何百キロ、これはスペインの巡

礼路とほとんど変わらないんですね。スペインの巡礼路が歴史が1200年

で長さが1300キロくらいですから、ほとんど変わらないという価値から

考えると、十分に世界遺産に値する宝ではないかと思っております。 

   その他、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 （松岡教育委員長） 振興方針の３にありますが、「未来を拓く子どもた

ちの育成」の課題のところの３行目なんですけれども、「未来を拓く子

どもたちの育成」に関して、高度情報化やグローバル化など社会の変化

に対応した豊かで多彩な教育の充実を図るとされているんですけれども、

子どもたちの科学的な思考力、判断力を育成することは非常に重要だと

認識しておりますが、特に昨今は理科離れということが言われておりま

して、そういう中で先日は長浜高校の生徒たちが日本学生科学賞におき

まして内閣総理大臣賞に輝くと、あるいは新居浜工業高校のロボットが

全国大会で優勝するとか、そうした成果を受けて、先月愛顔（えがお）

のえひめ知事賞が贈呈され、本県高校生の活躍で明るいニュースが続い

たところであります。その長浜高校の生徒２人が、アメリカで開催され

た世界最大規模の学生科学コンテストにおいて論文発表を行いまして、

４等賞を受賞したと。その帰国した際の新聞社の取材に対するコメント

が次のようなものでした。「私たちの研究と英語が世界に通用したのが

何よりうれしい」と答えておりました。こういうこととか、また海の生

き物に関しましては、宇和島水産高校の生徒がウナギの稚魚の孵化に成

功したという、数少ない成功例だと思いますけど、こうした活躍が見ら

れて大変うれしく思っております。また本県では、現在文部科学省のス

ーパーサイエンススクールとスーパーグローバルハイスクールに県立高

校等２校ずつが指定をされておりまして、授業成果を各高校に広げてい

くということで、鋭意取り組んでおりますけれども、理科教育の充実、

世界に通用する人財の育成ということで、教育委員会としても積極的に

取り組んでまいりますので、知事はじめ知事部局の御支援、御協力をよ

ろしくお願いします。 

 （中村知事） 先週のことだったんですが、ある南予のあまり大きくない

中学校に行ったんですが、たまたま授業を拝見させてもらいました。数

学と生物だったかな、の授業なんですけれども、随分様変わりをして、

タブレットを使っていろいろやられていたんですが、ぱっと見た感じで

も、すごく楽しそうに学んでいるという印象が強かったんです。後で聞

いたら、その学校は数学の先生がすごく熱心だそうで、県下でもトップ



クラスの成績だというんですね。やはり先生の力って大きいんだなとび

っくりしました、本当に。どことは今は言いませんけれども。先生の教

える力というものが子どもたちの成績にもつながるし、もう一つ言えば、

教え方、空気を見ていて、何かもう楽しそうなんですよ、教え方によっ

て全然変わってくるんだなということを、ちょっとした時間だったんで

すが感じましたので、御報告まで。 

   はい、よろしいですか。はい、どうぞ。 

 （関教育委員） これは「未来を拓く子どもたちの育成」ということで、

特に今言われているようにタブレットだとか、どんどん電子黒板だとか

入れようとしているんですけど、やはり国際化と同時に高度情報化に対

応する教育というのが必要だなと。特に、情報を選択するであるとか情

報を活用するであるとか、そういうことがこれから基本的なものとして

必要になってくるだろうし、それから基本的な情報を使うルールという

んですか、そういうこともこれから必要となってくると思うので、そう

いうところで、特に教職員の能力だとか知識であるとか、そういう推進

が必要であろうと思うし、先ほど委員長が言われたように、特定の学校

が提案型でそれをやっていくという、情報活用、ＩＣＴを使うのも提案

をさせて、先ほど知事が言われたように、どこでも同じようにするので

はなくて、先端を行くところを特に作って、それをみんなに参考にして

もらうという動きが今の教育の進め方として必要なんじゃないかなと、

是非そういうことにも積極的に取り組んでいきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 （中村知事） はい、事務局、決意のほどを。 

 （事務局 副教育長） ＩＣＴの関係につきましては、今年度にプロジェ

クトチームを立ち上げて、ＩＣＴの整備計画を作るようにしております。

それから実際にモデル校を指定しまして、タブレットや電子黒板を使っ

た研究を行い、どういう方法でＩＣＴを使いながらやったらいいのかと

いうことを研究するようにしておりますので、その研究成果を踏まえま

して考えていきたいと思っております。 

   また、先ほどの地域活性化のプロジェクトで知事が言われましたけれ

ども、提案型については、やはり子どもたちが切磋琢磨して競争すると

いうのは非常に大事なことだと思いますので、検討させていただきたい

と思います。 

 （中村知事） 提案というのは、勝ち負けを付けるのではなくて、いい例

は積極的に後押ししますよというメッセージで、それが成功したら、ど

うですかこういうことはと広めていくと、そう考えればそう抵抗はない

と思うんですよ。多分この発想の転換が教育委員会、教員の世界では最

も苦手なところだと思うので、是非考えていただきたいと思います。 

   はい、どうぞ。 

 （松岡教育委員長） 協議を通じまして、知事からは新しい発想の重要性



と、予算の策定、執行のあり方の効率性と、また最後には何といっても

先生の力が大きいという大変な御期待を込めてのお言葉をありがとうご

ざいました。いろいろ議論をさせていただきましたけれども、本日御提

案いただきました大綱案につきまして、非常に分かりやすい表現となっ

ておりまして、これまでの本県教育の基本方針とも整合性が図られてお

りまして、この原案の内容でよいのではないかと考えております。大綱

の策定は新たな愛媛の教育のスタートでありますので、大綱の目指す方

向性を事務局と学校現場で共有するとともに、広く県民の皆様に周知を

図り、副題となっております「愛顔（えがお）でつなぐ学びの未来」の

実現に尽力してまいりますので、よろしくお願いします。 

 （中村知事） それではいろいろな御意見をいただきましたけれども、こ

のあたりで閉じまして、お諮りしたいと思います。議題１「愛媛県教育

振興に関する大綱の策定について」、基本の基本でありますが、これに

つきましては御提案した内容で御承認いただいてよろしいでしょうか。 

 （全員） 異議なし。 

 （中村知事） ありがとうございます。異議なしということですので、愛

媛県教育振興に関する大綱につきましては、原案のとおり決定し、これ

をもって策定といたします。貴重な御意見をありがとうございました。 

 ○議題２ その他 

 （中村知事） それから、議題２としてその他教育に関する議題も、幅広

く御意見があればということでお願いしたいと思いますが、先ほども大

分各論も出ましたので、そのほかにありましたらいかがでしょうか。 

 （堺教育委員） はい。学校現場におりましたものとして、先ほどから教

員の資質、能力のことが随分言われていて、すごく大事なことだなと思

っておりますし、やはり自分を高めていく、あるいは学校全体を高めて

いくための時間も必要だなと考えたときに、今現在子どもたちやそれを

取り巻く社会も随分変わってきておりまして、その対応にも随分時間を

取られております。保護者の対応ですとか、それから文部科学省の発表

によりますと小中学校の普通学級の６.５パーセントの生徒は発達障害

のある生徒ではないかというような、個別に配慮を要する生徒も増えて

きているということから考えますと、やはり学校現場で教職員というの

はもう少し増やしていただいてもいいんじゃないか。財務省が教職員の

削減ということを言っておりますけれども、その対応に手間取るという

ことから考えると、いろいろな提案をしたり、自分の力を、あるいは学

校全体としての指導力を伸ばしたりすることが、ひいては子どもたちの

ためになるということを考えると、もう少し教員の数が増えないかなと

いつも思っておりますので、よろしくお願いします。 

 （中村知事） 財務省は極端な財政論のみで教育現場を語るという、あれ

は知事会としても一体どういうことだという意見になっていますので、

これから今後それが激しくなっていくと思いますが、決してああいった



大なた、財政論で学校現場を考えるべきではないと思っております。 

 (3) 閉 会（午後２時05分） 

 （中村知事） それでは、以上で提出しました議題について全て終了させ

ていただきます。いろいろな角度からの意見交換ができましたこと、あ

りがとうございました。今後とも「愛顔（えがお）でつなぐ学びの未来」

づくりのため、教育委員会の運営をはじめ教育行政の進展に各般の御協

力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 （事務局 副教育長） 以上で、第１回愛媛県総合教育会議を閉会いたし

ます。本日はありがとうございました。 
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